
多摩市自治基本条例の一部を改正する条例新旧対照表（案） 

 

新 旧 

目次 目次 

第１章～第３章 略 第１章～第３章 略 

第４章 参画・協働・協創 第４章 参画・協働 

第１節 参画・協働（第21条・第22条） 第１節 参画・協働（第21条・第22条） 

第２節 参画の形態（第23条―第26条） 第２節 参画の形態（第23条―第26条） 

第３節 参画への支援（第27条） 第３節 参画への支援（第27条） 

第４節 協創（第28条）  

第５章 住民投票（第29条・第30条） 第５章 住民投票（第28条・第29条） 

第６章 自治推進委員会の設置等（第31条・第32条） 第６章 自治推進委員会の設置等（第30条・第31条） 

附則 附則 

略 略 

（定義） （定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、そ

れぞれ当該各号に定めるところによります。 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、そ

れぞれ当該各号に定めるところによります。 

略 略 

(６) 協創 多世代にわたる参画、多分野における協働が創出

されることで、誰もがつながり合えるコミュニティが形成さ

れ、これが広がりをもつことによって、様々な地域課題の解

決が図られるとともに、新たなまちの魅力及び地域の価値が

創造されることをいいます。 

 

略 略 

第４章 参画・協働・協創 第４章 参画・協働 

第１節～第３節 略 第１節～第３節 略 

第４節 協創  

（協創）  

第28条 市の執行機関は、協創の実現に向け、多世代にわたる参

画、多分野における 協働が創出され、誰もがつながり合える

コミュニティが形成されるよう、必要な環境整備に努めなけれ

ばなりません。 

 

  

第29条～第32条 略 第28条～第31条 略 

 


